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第２章 施策の体系 

  

第１ 施策の体系 

本市の将来像を実現するため、施策の基本的な方向を以下のとおりとします。 

 

 

 

Ⅰ三陸沿岸地域の拠点都市       １．災害に強い都市間道路交       ①高規格幹線道路の整備促進 

 としての基盤形成         通ネットワークの形成         ②地域高規格道路の整備促進 

                                     ③一般国道の整備促進 

                                     ④主要地方道・一般県道の整備促進 

                  

   ２．安全で地域の活力向上に       ①市内幹線道路の整備 

つながる道路及び河川整        ②生活関連道路の整備 

備の推進                              ③道路施設の長寿命化 

            ④市内河川の整備 

 

   ３．公共交通の確保と充実        ①鉄道の確保・充実と利用促進 

            ②路線バスの確保・充実と利用促進 

            ③新たな公共交通手法の活用 

 

４．港湾機能の整備と充実         ①出崎ふ頭先端地区等の整備促進 

            ②海洋レクリエーション施設の整備促進 

                                    ③物流機能の強化促進 

                                    ④耐震強化岸壁の整備促進 

 

     ５．情報通信基盤の充実         ①情報通信網の整備促進 

 

   ６．賑わいのある市街地の形成      ①市道末広町線無電柱化の整備 

                                    ②宮古市役所庁舎跡地の整備 
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Ⅱ 活力に満ちた産業振興    １．農業の振興             ①農畜産物の生産拡大 

  都市づくり                             ②地域農産物の消費拡大 

                                    ③担い手の確保・育成 

                                    ④農地の保全・活用 

                                    ⑤農村環境の整備 

                 ２．林業の振興            ①計画的な森林整備の推進 

            ②地域材の利用促進 

            ③特用林産物の生産拡大 

            ④担い手の確保・育成 

            ⑤森林づくり活動の推進 

                                                    ３．水産業の振興           ①生産の拡大 

              ②漁港・漁場・漁村の整備 

            ③経営基盤の強化 

            ④担い手の確保・育成 

            ⑤流通加工体制の整備 

            ⑥河川漁業の推進 

 ４．工業の振興             ①モノづくりの環境整備 

            ②企業立地の推進 

５．商業・サービス業の振興      ①魅力ある商業活動の推進 

            ②経営基盤の強化 

   ６．観光の振興             ①受入体制の整備 

            ②地域観光資源の活用 

            ③情報の発信 

 ７．連携・高付加価値型産業      ①産業支援体制の充実 

の形成                  ②食産業の支援 

                ８．再生可能エネルギー         ①再生可能エネルギー事業による 

事業による地域内          収益の確保 

経済循環の推進 

 ９．港湾の利用促進           ①貨物取扱機能の強化 

②港湾の活用 

10．雇用の促進と労働者の福祉     ①雇用の促進 

の充実              ②労働者の福祉の充実 
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Ⅲ 安全で快適な生活環境    １．防災・危機管理体制の充実     ①防災体制の整備 

  づくり                              ②防災・減災教育の推進、地域防災力 

の向上 

                                   ③危機管理体制の整備 

 

２．災害記憶の伝承          ①災害教訓の伝承・情報発信 

 

３．消防・救急の充実         ①防火意識の普及 

              ②地域の消防力の向上 

            ③消防・救急技術の向上 

                   

  ４．交通安全の推進          ①交通安全意識の普及・啓発 

            ②交通安全施設の充実 

 

５．防犯体制の充実          ①防犯意識の普及・啓発 

             ②少年犯罪の防止 

 

６．市民相談の充実          ①市民相談体制の充実 

             ②広報・啓発活動の推進 

             ③被災者支援体制の充実 

 

７．住環境の整備           ①公営住宅の整備 

             ②住宅耐震化の促進 

             ③空き家対策の推進 

 

８．安全・安心な水の供給       ①上水道の整備 

                                       

９．衛生的な水環境の確保       ①公共下水道の整備・更新 

             ②地域の排水処理施設の整備 

             ③水洗化の促進 

 

    10．環境衛生の充実               ①ごみの適正処理の推進 

             ②公園・緑地の適正な管理 

             ③公害の防止 
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Ⅲ 安全で快適な生活環境     11．自然環境の保全          ①大気環境・水環境の保全 

づくり                                    ②保全意識の普及・啓発 

 

12．循環型社会の形成                      ①再生可能エネルギーの導入促進 

                                           ②ごみの減量化と資源化の推進 

 

Ⅳ 健康でふれあいのある     １．健康づくりの推進            ①母子の健康づくりの推進 

  地域づくり                            ②成人の健康づくりの推進 

                                   ③高齢者の健康づくりの推進 

                                     ④こころの健康づくりの推進 

                                     ⑤歯と口腔の健康づくりの推進 

                                     ⑥感染症予防の推進 

                                     ⑦食育の推進 

 

                 ２．医療の充実             ①医療体制の充実 

                   

３．医療保険制度等の充実          ①国民健康保険の適正実施 

                ②医療給付の適正実施  

 

   ４．地域福祉の充実          ①福祉ボランティア活動の促進 

              ②福祉ネットワークづくりの推進 

              ③相談支援体制の充実 

 

５．高齢者福祉の充実         ①地域包括ケア体制の推進 

            ②自立した暮らしを継続する支援 

            ③介護サービスの円滑な実施 

 

６．子育て支援の充実            ①子育て支援体制の充実 

             ②保育サービスの充実 

             ③放課後児童の健全育成 

             ④子育て学習機会の充実 

 

        ７．障がい福祉の充実          ①障がい者の自立支援 

                 ②就労の場の充実 

             ③相談支援体制の充実 

       ④社会参加の促進 
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Ⅴ 交流と連携による地域     １．市民活動の推進          ①地域自治組織への活動支援 

  づくり                               ②市民活動団体への活動支援 

                                    ③市民との協働の推進 

                 ２．男女共同参画社会の形成      ①意識の醸成と理念の浸透 

            ②参画機会の拡大と活動促進  

３．地域間交流・連携、       ①国内の他地域との交流・連携の推進 

                   多文化共生の推進         ②多文化共生の推進 

４．シティプロモーションの        ①サーモンランドの魅力発信                                     

                    の推進                ②移住者増加の促進 

Ⅵ 郷土を誇り次代につな     １．学校教育の充実           ①確かな学力を育む教育の推進 

ぐひとづくり                                                               ②豊かな心を育む教育の推進 

             ③健康な体を育む教育の推進 

             ④特別支援教育の充実 

             ⑤相談・支援体制の充実 

             ⑥教育環境の充実 

             ⑦学校施設・設備の充実 

 ２．生涯学習の推進            ①推進体制の充実 

                                                     ②学習環境の整備 

                                        ③読書まち宮古の推進 

                                      ④学校・家庭・地域の連携と協働 

⑤家庭及び青少年の学習活動の支援 

⑥成人の学習活動の支援 

                                        ⑦生涯学習関係活動団体の支援 

３．スポーツ・レクリエーション     ①推進体制の充実 

の振興                            ②指導者等の確保・育成 

             ③活動機会の提供 

             ④選手の育成強化 

             ⑤スポーツ環境の整備 

    ４．文化の振興             ①芸術文化の推進 

             ②文化財の保存と活用 

               ③市史の継承 
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Ⅶ 新しい時代にふさわしい    １．行財政運営の効率化           ①各システムの導入・運用 

  行財政運営の推進                              ②行財政改革の推進 

                                              

                ２．市民との情報の共有          ①広報の充実 

             ②広聴の充実 

             ③情報の公開 

                  

   ３．行政の質的向上                   ①職員研修の充実 

                      

     ４．民間活力とＩＣＴの活用               ①アウトソーシングの推進 

             ②新たなＩＣＴの活用 

 

 

 

 

 

基本施策  施   策  基本事業  


